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マニュアル1

お使いのプリンタには、一連のマニュアルが用意されています。

● 基本情報

● 限定保証

● 法律情報 (本ドキュメント)

● サイト準備ガイド

● ユーザーズ ガイド
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HP ソフトウェア使用許諾書2

このソフトウェア製品を使用する前によくお読みください。このエンドユーザ ライセンス契約 (以下
「EULA」と言います) は、(a) お客様 (個人またはお客様が代表する団体) と (b) HP の間の契約であり、本

ソフトウェア製品 (以下「本ソフトウェア」と言います) のお客様による使用を規定するものです。

この EULA は、お客様と、弊社または本ソフトウェアの供給元の間に別個のライセンス契約 (オンライ
ン ドキュメント上のライセンス契約を含む) がある場合は適用されません。「本ソフトウェア」という
語いには、(i) 関連するメディア、(ii) ユーザーズ ガイドと他の印刷物、および (iii) 「オンライン」また
は電子ドキュメント (総称として「ユーザ ドキュメント」) が含まれる場合があります。

本ソフトウェアにおける権利は、本 EULA のすべての契約条件にお客様が同意した状況下でのみ提供さ
れます。本ソフトウェアをインストール、コピー、ダウンロード、または他の方法で使用した場合、
お客様は本 EULA に拘束されることに同意したことになります。お客様がこの EULA を承諾しない場
合は、本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、または他の方法で使用しないでください。お
客様がソフトウェアをご購入後、本 EULA に同意しない場合は、ソフトウェアを購入店に 14 日以内に
ご返却いただければ代金が返還されます。本ソフトウェアを別の HP 製品にインストールした場合ま
たは別の HP 製品で利用可能にした場合は、未使用の製品全体を返却できるものとします。

1. サードパーティ製のソフトウェア：本ソフトウェアには、HP 独自のソフトウェア (以下「HP ソフ
トウェア」と言います) に加えて、サードパーティのライセンス下に置かれるソフトウェアが含
まれることがあります (「サードパーティ製のソフトウェア」および「サードパーティ ライセン
ス」)。すべてのサードパーティ製のソフトウェアは、対応するサードパーティ ライセンスの契約
条件に従ってお客様にライセンスが付与されます。通常、サードパーティ ライセンスは
license.txt またはその他のファイルに含まれます。サードパーティ ライセンスが見つからない場
合は HP サポートにご連絡ください。サードパーティ ライセンスに、ソース コードの使用を許可
するライセンス (GNU 一般公的使用許諾契約など) が含まれており、対応するソース コードが本ソ
フトウェアに含まれていない場合、HP Web サイトの製品サポート ページで、それらのソース コー
ドの入手方法を確認してください。

2. ライセンスの権利：お客様は、本 EULA のすべての契約条件に従う限り、次の権利を有します。

a. 使用：HP は、お客様に HP ソフトウェアの複製物ひとつを利用する権利を許諾します。「使
用」とは、HP ソフトウェアをインストール、コピー、保存、ロード、実行、表示、または
その他の方法で使用する行為をいいます。お客様は、HP ソフトウェアの翻案、ならびに HP
ソフトウェアの使用許諾する機能または使用をコントロールする機能を損なうような行為
はできません。本ソフトウェアが、イメージングまたはプリンティング製品と共に使用する
目的で HP により提供されている場合 (たとえば、本ソフトウェアがプリンタ ドライバ、
ファームウェア、またはアドオンである場合など)、そのような製品 (以下「HP 製品」と言い
ます) と共にのみ HP ソフトウェアを使用できます。使用に関する追加の制限がユーザ ド
キュメントに記載されていることがあります。HP ソフトウェアのコンポーネント部品を分
割して使用することはできません。お客様には、HP ソフトウェアを流通させる権利はあり
ません。

b. コピー：コピーする権利とは、各コピーに元の HP ソフトウェアの著作権表示がすべて含ま
れており、バックアップ目的でのみ使用されるという条件で、HP ソフトウェアの保存用ま
たはバックアップ コピーを作成できることを意味します。

3. アップグレード：HP により提供される HP ソフトウェアをアップグレード、アップデート、また
は追加物 (総称して「アップグレード」) として使用するには、HP によりアップグレード対象とし
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て識別される元の HP ソフトウェアを既に使用許諾されている必要があります。アップグレード
が元の HP ソフトウェアにとって代わるという点で、その HP ソフトウェアを使用することはでき
なくなります。本 EULA は各アップグレードに適用されます。ただし、HP がアップグレードと共
に他の条項を規定した場合は除きます。本 EULA とそれらの他の条項の間に矛盾がある場合は、
他の条項が優先されます。

4. 譲渡

a. 第三者への譲渡：HP ソフトウェアの最初のエンド ユーザは、HP ソフトウェアを別のエンド 
ユーザに 1 回限り譲渡できます。どの譲渡にも、すべてのコンポーネント部品、メディア、
ユーザ ドキュメント、本 EULA、および該当する場合は Certificate of Authenticity (COA) を含め
るものとします。譲渡は、委託するなどして間接的に譲渡することはできません。譲渡に先
立って、譲渡されるソフトウェアを受け取るエンド ユーザは本 EULA に同意するものとしま
す。HP ソフトウェアを譲渡した時点で、お客様に対する使用許諾は自動的に終了します。

b. 制限：お客様は、HP ソフトウェアをレンタル、リース、または貸し出すことや、HP ソフト
ウェアを営利目的で共同使用したり、事業所で使用することはできません。本 EULA に明示
されている場合を除き、HP ソフトウェアを二次ライセンス、割り当て、またはその他の方
法で譲渡することはできません。

5. 所有権：本ソフトウェアおよびユーザ ドキュメントのすべての知的所有権は、HP またはその供
給元によって所有されており、適用される著作権法、営業秘密法、特許法、および商標法を含
む、法律によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアからいかなる製品識別表示、著
作権表示、または所有者制限も取り除くことができません。

6. リバース エンジニアリングの制限：HP ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイ
ル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、そのような行為が適用法により許可さ
れている範囲を除きます。

7. データ使用に対する同意：HP およびその関連会社は、(i) お客様による本ソフトウェアまたは HP
製品の使用 (ii) 本ソフトウェアまたは HP 製品に関連するサポート サービスの提供に関連して、お
客様が提供する技術情報を収集して使用することがあります。これらの情報はすべて HP プライ
バシー ポリシーに従います。HP は、お客様個人を特定するような形でそのような情報を使用す
ることはありません。ただし、お客様による使用を向上するため、またはサポート サービスを提
供するために必要な範囲を除きます。

8. 責任の制限：お客様がいかなる損害を被った場合でも、本 EULA 下での HP およびその供給元の全
責任と、本 EULA 下でのお客様の排他的な救済は、お客様が本製品に対して実際に支払った金額
または 5.00 米ドルのいずれか大きい方に制限されるものとします。適用法によって許可される
最大限の範囲において、いかなる場合でも HP またはその供給元は、本ソフトウェアの使用また
は使用不能に何らかの関係がある、あらゆる特別、付随的、間接的、または結果的損害 (利益損
失、データ損失、事業中断、身体障害、またはプライバシー侵害による損害を含む) に対して責
任を負わないものとします。これは、HP またはいずれかの供給元がそのような損害の可能性につ
いて忠告した場合や、上記の救済措置がその本質的な目的を達成できない場合にも当てはまりま
す。一部の州または他の地域の法律では、付随的または派生的損害の除外または制限が許可され
ないため、上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります。

9. 米国政府のお客様：お客様が米国政府機関である場合、FAR 12.211 および FAR 12.212 に従って、
商用コンピュータ ソフトウェア、コンピュータ ソフトウェア文書、および商用品目用技術データ
は、適用される HP 商用使用許諾契約下で使用許諾されます。

10. 輸出法への準拠：お客様は、(i) 本ソフトウェアの輸出または輸入に適用される、または (ii) 本ソフ
トウェアの使用を制限する、すべての法律、規則、および規制に準拠するものとします。これに
は、核兵器、化学兵器、または生物兵器の拡散の制限が含まれます。
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11. 権利の留保：HP およびその供給元は、本 EULA においてお客様に明示的に付与されていないすべ
ての権利を留保します。
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オープン ソース3

本製品には、誰でも検査、変更、強化できるソース コードを含むソフトウェアが付属しています。

オープン ソースについて
HP 製品で使用されているオープン ソース プロジェクトのソフトウェア開発者に感謝いたします。

● 本製品には、Apache Software Foundation 社 (http://www.apache.org/) が開発したソフトウェアが含ま
れています。

● com.oreilly.servlet のパッケージに含まれるソース コード、オブジェクト コード、および文書は、
Hunter Digital Ventures, LLC によって使用許諾されています。

● 本ソフトウェアは部分的に Independent JPEG Group の成果を利用しています。

● PCRE ライブラリ パッケージで提供される正規表現サポートは、Philip Hazel が作成したオープン 
ソース ソフトウェアであり、著作権は英国ケンブリッジ大学に帰属しています。ソースは ftp://
ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre で提供されています。

● 本ソフトウェアには Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって作成された暗号ソフトウェアが含まれ
ています。

● この製品には、OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) 向けに OpenSSL Project が開発したソフト
ウェアが含まれます。

● この製品には、アルゴンヌ国立研究所を運営するシカゴ大学が開発したソフトウェアが含まれて
います。

● この製品には、GNOME プロジェクト (http://xmlsoft.org/) から XML ツールキット用に開発された
コードが含まれています。Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.All rights reserved.

● この製品には、OPC Foundation (http://www.opcfoundation.org/) によって開発されたソフトウェアが
含まれています。OPC UA JAVA スタックには、次の 3 つのモジュールが含まれています。

– OPC UA JAVA スタック – Copyright © 2005–2009 The OPC Foundation, Inc. All rights reserved.

– Apache Logging Services – Copyright © 2009 Unified Automation GmbH.

– Bouncy Castle Crypto API – Copyright © 2000–2009 The Legion Of The Bouncy Castle (http://
www.bouncycastle.org/).

オープン ソースの書面による申し出
オープン ソース ソフトウェアのソース コードは、リクエストに応じて入手できます。

HP は、GNU General Public license （GNU 一般公的使用許諾契約）、SMAIL General Public License (SMAIL 一般
公的使用許諾契約)、および Sleepy Cat software license (Sleepy Cat ソフトウェア使用許諾) に従って、GNU 
General Public license、SMAIL General Public License、および Sleepy Cat software license、またはいずれか一
つに基づいてお客様に配布される全てのコードに対応するソース コードの完全な機械読取り可能な
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複製物を、$30 の代金と引き換えに CD-R で受領するために、本書面による申し出をお客様に提供しま
す。この CD-R はお近くの HP サポートから入手できます。電話番号および電子メール アドレスは 
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html に記載されています。

6 第 3 章  オープン ソース

http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html


環境に関する情報4

HP は、環境に優しい形で高品質な製品を提供することに尽力しています。

製品の環境保護プログラム
本製品には、リサイクル設計が組み込まれています。材料の数を最小限に抑えながら、適切な機能性
と信頼性を確保しています。異なる材料は、簡単に分離できるように設計されています。留め具や他
の連結部は、一般的なツールを使用して簡単に見つけて手が届き、取り外すことができるようになっ
ています。分解と修理を効率的に行うため、優先度の高い部品にはすぐに手が届くように設計されて
います。

詳細については、http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/の HP の「環境保護」の Web サイトにアク
セスしてください。

エコに関するヒント
HP は、環境への影響を減らす点でお客様を支援することに尽力しています。お客様が印刷を行う際の
影響を評価して軽減するための方法に重点を当てるのに役立つ、エコに関するヒントを提供していま
す。

本製品固有の機能に加えて、HP の環境計画についての詳細は、HP 環境保護 Web サイト (http://
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/) を参照してください。

安全性データ シート
プリンタで使用されているエージェントおよびマテリアルの最新の安全性データ シートは、HP から
入手できます。

http://www.hp.com/go/msds を参照してください。

化学物質
HP は、REACH (欧州議会および理事会の規則 (EC) No 1907/2006) などの法的要件に準拠するための必要
に応じて、HP 製品で使用されている化学物質に関する情報をお客様に提供するように努めています。

このプリンタの化学情報レポートについては、http://www.hp.com/go/reach/を参照してください。

プラスチック
25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品寿命の終了時にリサイクルする目的でプラスチックをよ
り識別しやすくする国際標準に従って印が付けられています。
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リサイクル プログラム
HP は、ますます増加する製品返却およびリサイクル プログラムを、多くの国や地域で提供しており、
世界中に最大規模の電子機器リサイクル センターを持つパートナーを有しています。さらに、人気が
高いほとんどの製品の一部を再販することで、資源を節約しています。

HP 製品のリサイクルについての詳細は、http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/を参照してくださ
い。

バッテリ廃棄 (カリフォルニア州)
クロック バッテリの廃棄時は、特に注意が必要です。

Attention California users: The real-time clock battery supplied with this product may contain perchlorate 
material. Special handling may apply when recycled or disposed of in California. See http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/.

Atención a los usuarios de California: La pila del reloj en tiempo real proporcionada con este producto puede 
contener perclorato. Podría requerir manipulación especial cuando sea reciclada o desechada en California. 
Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/para obtener mas informacion.

リチウム電池
この HP 製品では、メイン ボードにリチウム電池が使用されています。使用期間が過ぎたら、指定の
方法に従って処理する必要があります。

ユーザーによる不用装置の廃棄 (インドおよび EU)
この記号は、他の家庭廃棄物と一緒に製品を廃棄してはいけないことを意味します。

使用済み電気/電子機器のリサイクルのために、使用済み機器は指定された回収場所に引き渡すことで
健康と環境を保護する必要があります。さらに情報が必要な場合は、家庭廃棄物サービスまで問い合
わせるか、http://www.hp.com/recycle/を参照してください。

製品の部材表示について (中国)
产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》
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表 4-1 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称 有害物质

铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

外盖和机壳 0 0 0 0 0 0

结构 0 0 0 0 0 0

电缆 0 0 0 0 0 0

电子组件 X 0 0 0 0 0

显示屏 0 0 0 0 0 0

真空传输管道 0 0 0 0 0 0

电机（真空、过滤器、混合器） X 0 0 0 0 0

导电/耗散塑料 0 0 0 0 0 0

外部贮槽 0 0 0 0 0 0

材料过滤器 0 0 0 0 0 0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

製品の部材表示について (中国) 9



規格適合情報5

HP では、米国、カナダ、および国際規制に準拠した規制、安全、環境に関する情報を提供していま
す。

規制適合モデル番号
適合する規制を識別する目的上、製品には規制適合モデル番号 (RMN) が割り当てられています。

この法規モデル番号は、マーケティング用の名前 (HP Jet Fusion 5200 シリーズ 3D 自動取り出しステー
ション) または製品番号と混乱しないようにしてください。この製品の規制適合モデル番号は、
BCLAA-2011 です。

騒音
ISO 4871 に従った定格二重騒音放射値。

● LpA = 78 dB(A)

● KpA = 5 dB(A)

最悪のバイスタンダ位置に対応しており、取り出しステーションの背面にあります。取り出しプロセ
ス中に ISO 11202 に従って測定されたものです。

米国：電磁的両立性 (EMC)
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) は、電気機器や電気システムが電磁環境において適切に機能するこ
とを示しています。

FCC statements (U.S.A.)
The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr15.105) has specified that the following notices be 
brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Shielded cables: In order to meet Class A limits, the use of shielded IO cables is required.

注意：Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly 
approved by the HP Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment.

注記：This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a commercial environment.This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
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radio communications.Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in 
which case users will be required to correct the interference at their own expense.

カナダ：電磁的両立性 (EMC)
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) は、電気機器や電気システムが電磁環境において適切に機能するこ
とを示しています。

Normes de securite (カナダ)
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le 
Ministère des Communications du Canada.

DOC statement (Canada)
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out 
in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

欧州連合 (EMC)
この機器は、EN 61000-6-4 のクラス A に準拠しています。

デンマーク
For tilslutning af de øvrige ledere, se medfølgende installationsvejledning.

日本
この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこ
とがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A。

韓国
이기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경
우 전파간섭의 우려가 있습니다.

台湾
クラス A ステートメント（台湾）。

カナダ：電磁的両立性 (EMC) 11



中国 EMC
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) は、電気機器や電気システムが電磁環境において適切に機能するこ
とを示しています。

中国高地 (中国向け)
仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

中国熱帯地方
仅适用于非热带气候条件下安全使用

高周波暴露
人とデバイスの接触を最小限に抑えるように注意してください。

注意：本製品から放射される出力パワーは、FCC 電波放射限界よりはるかに低くなっています。それ
でも、本製品は、通常の動作中に人と接触する可能性を最小限に留められるように使用する必要があ
ります。本製品および付属の外部アンテナ （サポートされる場合） は、通常の動作中に人と接触す
る可能性を最小限に留められるように配置する必要があります。FCC 電波放射限界を超えることを
防止するため、通常の動作中、人とアンテナの距離が 20 cm () 未満にならないようにしてください。

Notice to users in Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and 
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the 
equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.

警告！Exposure to radio-frequency radiation. The radiated output power of this device is below the Industry 
Canada radio-frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the 
potential for human contact is minimized during normal operation.
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To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio-requency exposure limits, human proximity to the 
antennas should not be less than 20 cm.

Note à l’attention des utilisateurs canadiens
Conformément au Règlement d’Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu’avec une 
antenne d’un type et d’un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada.

Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d’autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain 
doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle 
nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Industrie Canada.Son fonctionnement dépend 
des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et (2) doit accepter 
toutes interférences reçues, y compris des interferences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de 
l’appareil.

警告！Relatif à l’exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous 
les limites d’exposition de radiofréquences d’Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle 
sorte qu’il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d’éviter le dépassement éventuel des limites d’exposition aux radiofréquences d’Industrie Canada, il est 
recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l’utilisateur.

European Union regulatory notice（欧州連合向け）
CE マークは、欧州標準に適合していることを示しています。

CE マークの付いている製品は次の EU 指針に従っています。

● RED 2014/53/EU

● RoHs Directive 2011/65/EU

● Ecodesign Directive 1999/5/EC

これらの指針への準拠は、本製品または製品ファミリに関して HP により発行された EU 適合宣言に掲
載されている該当する欧州統一基準 (欧州規格) への適合を意味しています。EU 適合宣言は、製品マ
ニュアル内または次の Web サイトでご覧いただけます (英語のみ)。 http://www.hp.com/go/certificates
(製品モデル名、または規制ラベルに記載されている製品の規制モデル番号 (RMN) により検索してくだ
さい)。準拠は、製品に貼付された次の適合マークにより示されています。

本製品の CE 準拠は、HP が指定する適切な主電源電圧によって電源が供給されている場合のみ有効で
す。

The HP Jet Fusion 5200 シリーズ 3D 自動取り出しステーションは、13.56 MHz のワイヤレス周波数帯で
動作する仕様になっています。

● 無線装置が動作する周波数帯は、13.553 MHz～13.567 MHz です。

● 無線装置が動作する周波数帯で伝送される最大無線周波数電力は、10 mW 未満です。

規制の問題に関しては、HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Böblingen, Germany に
お問い合わせください。

Note à l’attention des utilisateurs canadiens 13
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ANATEL ステートメント (ブラジル)
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em 
sistemas devidamente autorizados.

日本のユーザーに対する告知
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Aviso para los usuarios de México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria del equipo.
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その他の利用条件6

製品の使用に関しては、法律に関するその他の規定が適用されます。

1. サイト準備と設置要件

a. お客様は、サイト準備ガイドに記載された詳細な要件を読み、理解し、同意するものとしま
す。サイトの準備に伴うコストはすべてお客様が負担し、製品の出荷前にサイト準備ガイド
に記載された詳細な要件をサイトが満たしている必要があります。製品の設置時にサイト準
備ガイドに準拠していない場合、サイトがサイト準備ガイドの要件を満たすために合理的に
必要な追加のコストおよび費用をお客様が HP に支払う必要が生じる可能性があります。こ
れには、製品の納入および設置の遂行の遅延に関連して HP が負担した費用が含まれますが、
これに限定されません。サイトがサイト準備ガイドに準拠するために HP が実施したあらゆ
る作業については、その時点で一般的なサービス料金がお客様に請求されます。「サイト」
は、お客様が指定するサイトの場所を指します。つまり、3D プリンタ HP 製品が HP または HP
認定設置業者により設置される「納入先住所」です。「HP 製品」または「製品」とは、HP ブ
ランドの 3D 印刷ハードウェアと、関連する HP ブランドの 3D 印刷アクセサリすべてを指しま
す。これには、3D プリンタと付属するあらゆる HP ブランド ソフトウェア (HP 製の消耗品や
サービスを除く) を含みますが、これに限定されません。

b. お客様の費用負担による 3D プリンタ製品の HP 設置サービスの一部として、お客様は必要な
消耗品を用意するものとします。お客様が、製品の設置時に、HP により提供された 3D プリ
ンタ HP 製品設置用の消耗品を用意できない場合、設置の遅延に伴って必要となる追加のコス
トおよび費用をお客様が HP に支払う必要が生じる可能性があるほか、必要な HP の消耗品に
ついて、その時点の HP 標準料金に配送料を加えた金額がお客様に請求される可能性がありま
す。「HP の消耗品」または「消耗品」は、製品に使用するために HP により提供される融剤、
仕上げ剤、マテリアル、プリントヘッド、ユーザー メンテナンス キット、プリントヘッド ク
リーニング モジュール (「HP ブランドの消耗品」) と、互換性のために HP から認定されたサー
ドパーティ ブランドのマテリアル (「HP 認定マテリアル」) を指します。

c. HP または HP 認定の担当者による 3D プリンタ製品の設置が完了すると、HP は、サイトの最
終設置場所において HP による製品の設置が完了したことを確認する設置証明書 (「COI」) をお
客様に発行します。お客様は、受領確認のために COI に署名する必要がありますが、COI の発
行と有効性はお客様の署名に依存しません。「設置証明書」または「COI」は、サイトの最終設
置場所において、HP または HP 認定の設置担当者が判断したとおりに、HP の基準に従って製
品の設置が完了したことを確認するために、HP または HP 認定の担当者によりお客様に発行
される証明書を指します。「最終設置場所」は、お客様が製品の設置場所として決定したサイ
トの場所を指します。

d. HP または HP 認定販売店による設置完了後、お客様は製品を (HP の PrintOS サイト https://
www.printos.com/start/#/signup のオンラインフォームか、HP または HP 認定販売店が用意する
登録文書で) HP に登録し、基本製品情報 (プリンタのシリアル番号)、およびお客様の基本連絡
先情報 (会社名、所有者名、オペレータ名、電子メール、連絡先の電話) を含み、これに限定さ
れない登録情報を提供することに同意するものとします。

2. 製品の使用要件

製品、サービス、および消耗品は、以下の追加条件に従うものとします。
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a. お客様は、3D HP プリンタ製品で HP ブランド消耗品と HP 認定マテリアルのみを使用するこ
とに同意し、HP 以外の消耗品を使用すると、製品の機能や安全上の深刻な問題が発生するお
それがあることを理解しているものとします。これにはユーザー ガイドに概要が示された問
題が含まれ、これに限定されません。お客様は、米国、EU、および/または他の適用法で認め
られていない製品と消耗品の両方またはいずれかを使用しないことに同意するものとしま
す。

b. お客様は、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器と、いかなる種類の爆発物のすべて
またはいずれかの開発、設計、製造、生産に、本製品と消耗品の両方またはいずれかを使用
しないことに同意するものとします。

c. お客様は、以下に概要を示す接続要件に準拠することに同意するものとします。

d. お客様は、製品を公開仕様に従って動作させるためのみに、製品に組み込まれたファームウェ
アを使用できます。

e. お客様は、ユーザーズ ガイドに従うことに同意するものとします。

f. これらの条件に従って提供された製品、サービス、テクニカル データのすべてまたはいずれ
かは、お客様内部で使用するためのものであり、再販売するためのものではありません。

3. 本プリンターはダイナミック・セキュリティを搭載しています。HP 純正チップを使用したカート
リッジのみでの使用を想定しています。HP のチップが搭載されていないプリントカートリッジ
は使用出来ない場合があります。現在使用が可能な場合でも、将来的に使用出来なくなる場合が
あります。詳細については以下をご参照下さい。http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

4. HP 製品以外もしくは HP の認定を受けていない消耗品の使用によるプリンタの故障や破損につい
ては、無償保証の範囲外とし、修理に必要とされる技術者派遣費、技術費および、材料費を請求
させていただきます。

5. 3D 印刷の責任ある使用

お客様は、本製品で印刷されるすべてのデジタル ファイルを米国および他の国々の適用法に従っ
て本製品で合法的に 3D 印刷するための適切なポリシーをこれまで取っており、今後も適用するこ
とを表明し、保証し、同意するものとします。さらに、お客様は、デジタル ファイルの対象が銃
器の場合、お客様は以下の各項目を順守することを表明し、保証し、同意するものとします。

a. 製造される銃器 3D 印刷パーツのエンドユーザーが、使用許諾を受け、規制下にある銃器製造
元である。

b. 製造される銃器 3D 印刷パーツが、米国および他の国々の適用法に従って、空港武器セキュリ
ティスクリーニングテクノロジまたは同様の武器セキュリティスクリーニングテクノロジで
検出可能なものである。

c. 製造される銃器 3D 印刷パーツは、米国および他の国々の適用法に従って、追跡可能なもので
ある。

お客様は、お客様がこの「責任ある使用」規定に従っていることの定期的な証明を HP がお客様に
求める場合があることに同意するものとします。法律もしくは衡平法で得られる救済に加えて、
お客様が本規定に違反したと HP が判断した場合、HP は、製品を無効にする権利と消耗品やサー
ビスの販売を停止する権利の両方またはいずれかを留保します。本第 5 条においては、「3D 印刷
パーツ」とはお客様、その顧客、パートナー、およびその他エンドユーザーのすべてまたはいず
れかが、3D 印刷システムと消耗品を使用して作成、開発、製造した一切の出力物またはパーツを
指します。

6. 接続要件とリモート監視
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a. お客様は、HP がお客様のコンピュータに HP Command Center ソフトウェア (または HP 製品を
制御し、リモート監視するための他の該当 HP ソフトウェア) をインストールすることを許可
するものとします。

b. お客様は、コンピュータが HP 製品に接続された状態を維持し、そのコンピュータで常に、
HP Command Center ソフトウェアが実行されていて HP 製品に接続された状態を維持するもの
とします。

c. お客様は、すべてお客様の負担により、永続的なインターネット接続経由で HP が承認した通
信チャネルにより HP Command Center ソフトウェアから HP セキュア クラウドへの永続的な
接続を提供し、サイト準備ガイドの詳細規定に従ってそのような接続を常に確保するものと
します。お客様には、中断の発生時にはすみやかに接続を復元する責任があります。

d. お客様には、サイト準備ガイドで規定されているとおりに製品から HP Cloud への接続を維持
できない場合、製品の機能が限定されるか機能が失われ、サービス レベルが限定されること
に同意していただきます。

e. HP 製品は、お客様のマシン データを収集することがあります。お客様は、HP Command Center
ソフトウェアを通じて HP 製品からお客様のマシン データにリモートでアクセスする許可を
HP と HP 認定エージェントの両方またはいずれかに与えるものとします。

f. お客様のマシン データは、リモート サポートを提供する目的で HP と HP 認定エージェントの
両方またはいずれかが使用します。リモート サポートにより、高度な診断、予防メンテナン
ス、ソフトウェアの更新、サプライ品および消耗品の使用状況と統計の計算、将来の HP の製
品およびサービスの向上の評価が可能になります。さらに、お客様のマシン データは、HP 製
品の使用状況や最多使用頻度の製品機能を HP が調べて、総合的な各種 HP 製品使用統計を計
算するのに役立ちます。

g. HP と HP 認定エージェントの両方またいずれかは、お客様のプライバシーを尊重し、お客様
のマシン データを保護するよう努めます。また、不正アクセスや開示を防ぎ、お客様のマシ
ン データの適切な使用を確保するため、適正な予防措置を講じます。個人レベルのデータと
分類されるデータがある場合、HP および/または HP 認定エージェントは、HP のプライバシー
に関する声明 (http://www.hp.com/go/privacy) と該当する場合は個人データの権利に関する通知 
(http://welcome.hp.com/country/privacy/privacynotice) に従って、そのようなデータに加えて、収
集されたあらゆるデータのプライバシーを保護します。

h. 「お客様のマシン データ」とは、以下のデータを含み、それらに限定されないお客様の HP 製
品から取得したデータを指します。HP 製品の使用状況データ、HP 製品の生産データ、HP 製
品のシステム イベント、HP 製品のメンテナンスおよびキャリブレーション履歴、HP 製品の
モデル番号、HP 製品のシリアル番号、HP 製品のファームウェア バージョン、HP 製品の IP ア
ドレス、消耗品の状況と履歴、センサー アクティビティ、使用されているプリントヘッドの
数量とタイプ、ビルド ID、ビルド期間、印刷モードが含まれますが、これに限定されません。
お客様のマシン データに、デザイン ファイル、パーツ ファイル、ジョブ名、ジョブの内容、
パーツ形状、温度マップ、ユーザー名、またはパーツ名は含まれません。

7. プリンタで印刷された 3D パーツに関する HP の免責事項

a. 3D 印刷で製造するパーツに関連するリスクやパーツから発生するリスクはすべてお客様の責
任に委ねられます。3D 印刷パーツで生じたいかなる損失または損害に対しても、HP が責任を
負うことはありません。
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b. お客様は、お客様、その顧客、パートナー、エンド ユーザーのすべてまたはいずれかによる、
3D 印刷パーツの使用、操作、配布、販売、マーケティング、所有に起因する、第三者のあら
ゆる請求、損失、責任、コスト、破損、判決、裁定、費用 (弁護士費用、鑑定士費用、保釈金
を含み、これに限定されません) から HP を弁護、保護、免責するものとします。HP は、当該
請求を速やかに通知し、弁護人と協力します。

c. 本契約の別段の規定やお客様との別段の協議事項にかかわらず、何らかの用途、特に米国、
EU、その他の行政機関によって規制された用途 (医療、歯科、食品に接触するもの、自動車、
重工業、および消費財を含み、これらに限定されません) に対する本製品と 3D 印刷で作成し
たパーツの両方またはいずれかの適用される規制に対する適切性と準拠状況の評価ならびに
判断は、お客様単独の責任に委ねられます。「3D プリントパーツ」とはお客様またはその顧
客、パートナー、その他エンドユーザーのすべてまたはいずれかが本製品を使用して作成、
開発、製造した一切の出力物またはパーツを指します。
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